
船舶事故調査報告書 

令和７年１１月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和７年５月９日 １３時３９分頃 

発生場所 神奈川県川崎市東京湾アクアライン風の塔（川崎人工島）南方沖 

 東京湾アクアライン風の塔灯から真方位１７７°２.６海里（Ｍ）

付近 

 （概位 北緯３５°２６.９′ 東経１３９°５０.３′） 

事故の概要  貨物船明優
めいゆう

丸は、北東進中、また、漁船鹿正
かしょう

丸は、南進中、両船が

衝突した。 

事故調査の経過 令和７年５月２７日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 明優丸、４９９トン 

１３５６００、有限会社幸宝海運、宮和海運株式会社（船舶借

入人、Ａ社） 

Ｂ 漁船 鹿正丸、７.３トン 

   ＣＢ２－５５０１９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

  航海士Ａ、五級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に凹損 

Ｂ 船首部先端に破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 南西、波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２人が乗り組み、千葉県千葉港で

積荷役を行う目的で、航海士Ａが船橋当直につき、中ノ瀬航路北口を

通過して約１１ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動

操舵により北東進し、東京湾アクアライン東水路に向かった。 

昇橋した船長Ａは、目視及びレーダーで左舷船首方約１.３ＭにＡ

船の進路上に向けて南進するＢ船を認め、Ａ船が海上衝突予防法（昭

和５２年法律第６２号）上の保持船（以下「保持船」という。）であ

るので、いずれＢ船がＡ船を避航すると思い、Ｂ船の動静を見ながら

針路及び速力を保持した。 

船長Ａは、Ｂ船に注意喚起する目的で長音１回を鳴らし、更に長音

１回を鳴らしたが、Ｂ船が避航する様子を見せなかったので、汽笛に

よる警告信号を行った。 

船長Ａは、Ｂ船が更に接近するので、衝突の危険を感じ、航海士Ａ



に右舵を取るように指示し、Ａ船を減速させたものの、Ａ船の左舷中

央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

船長Ａは、乗組員に損傷状況を確認させ、海上保安庁に本事故の発

生を通報するとともに、Ａ社担当者にも連絡した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、荒川河口南方沖での底引き網

漁を終えて帰途につき、船長Ｂが操舵室左舷側の操縦席に腰を掛けて

操船に当たり、千葉県富津市小糸川漁港に向け、約８～９kn の速力で

自動操舵により南進していた。 

船長Ｂは、東水路を航行中にＢ船の船首方を通過する他船を見掛け

なくなったので、操縦席右隣の椅子に腰を掛けた乗組員との会話に意

識を向けて針路及び速力を保持していたところ、Ｂ船の船首方至近に

接近するＡ船を認め、主機操縦レバーを後進に操作したものの、間に

合わず、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ｂは、Ａ船から離れた後、Ｂ船の損傷状況を確認し、所属の漁

業協同組合に本事故の発生を連絡した後、Ｂ船を自力で航行させて小

糸川漁港に入った。 

船長Ｂは、本事故当時、レーダー及びＡＩＳ情報等を表示するＧＰ

Ｓプロッターを作動させていたが、視界が良かったので、目視のみで

見張りを行っていた。 

船長Ｂは、Ａ船の汽笛信号に気付かなかった。 

（付図１ 航行経路図 参照） 

分析 Ａ船は、北東進中、船長Ａが、左舷船首方に認めたＢ船がいずれ避

航すると思い込んで避航動作が遅れたことから、右舵を取って減速し

たものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、注意喚起信号を行ったが、Ｂ船が避航する様子を見せな

かったので、更に警告信号を行ったものの、Ｂ船の避航を期待して動

静を見ていたことから、Ｂ船に対する避航動作が遅れたものと考えら

れる。 

Ｂ船は、南進中、船長Ｂが、乗組員との会話に意識を向けて、右舷

船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、避航動作が遅

れ、主機を後進にかけたものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、東水路を航行中、近くにＢ船の船首方を通過する他船を

見掛けなくなったことから、乗組員との会話に意識を向けていたもの

と考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が北東進中、Ｂ船が南進中、船長Ａが、左舷船首方

に認めたＢ船がいずれ避航すると思い込んで避航動作が遅れたため、

また、船長Ｂが、乗組員との会話に意識を向けて、右舷船首方の見張

りを適切に行っていなかったため、避航動作が遅れ、両船が衝突した

ものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

・操船者は、左舷方に自船の進路を横切る態勢の船舶を認めた場

合、自船が保持船であっても、横切る態勢の船舶が自船の進路を

避けずに航行を続ける可能性があることを考慮し、横切る態勢の

船舶の方位に変化が見られない場合は、適切な時機に針路を変更

したり、減速したりすること。 

・操船者は、輻輳
ふくそう

する海域を航行中、操船以外の作業等に意識を向

けることなく、周囲の見張りを適切に行って操船に専念するこ

と。 

 

付図１ 航行経路図 
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事故発生場所 
（令和７年５月９日 
 １３時３９分頃発生） 
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